
様 式 第 1 8 号 （ ４ ｈ ａ 以 下 、 知 事 ）

農 地 法 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書

県 受 付 印 令 和 年 月 日 農 業 委 員 会 受 付 印

徳 島 県 知 事 殿

申 請 者 （ 氏 名 ） ,

下 記 に よ っ て 農 地 転 用 し た い の で 、 農 地 法 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 許 可 を 申 請 し ま す 。

住 所 職 業 電 話 番 号
1 申 請 者 の 住 所

郡 町
及 び 職 業 等 徳 島 県 番 地

市 村

地 目 1 0 ａ 当 た り 所 有 市 街 化 、 市 街 化 調 整
土 地 の 所 在 地 番 面 積 利 用 状 況 耕 作 者 氏 名

登 記 簿 現 況 普 通 収 穫 高 年 数 そ の 他 区 域 の 別
2 許 可 を 受 け よ

う と す る 土 地 の ㎡

所 在 、 地 番 、 地

目 、 面 積 、 利 用

状 況 、 普 通 収 穫

高 、 所 有 年 数 及

び 耕 作 者 の 氏 名

計 ㎡ （ 田 ㎡ 畑 ㎡ ）

用 途

3 転 用 事 業 計 画 ( 1 ) 転 用 目 的 ( 2 ) 転 用 事 由 の 詳 細

( 3 ) 転 用 目 的 建 築 物 、 工 作 物 平 屋 、 ２ １ 階 建 築 面 積 又 ( 5 ) 事 業 又 は 施 一 時

に 係 る 事 業 棟 数 は 各 工 作 物 ・ 施 建 築 物 の １ 階 部 永 久 ( 年 月 日 ま で

又 は 施 設 の 施 設 等 の 概 要 階 建 の 別 設 等 の 面 積 分 の 建 築 面 積 の 設 の 使 用 期 間 年 間 )

概 要 合 計

㎡ 工 事 着 手 令 和 年 月 日

( 6 ) 転 用 計 画

㎡ 工 事 完 了 令 和 年 月 日

( 7 ) 土 地 造 成 の

工 作 物 ・ 施 設 等 方 法 と 盛 土 す

の 面 積 の 合 計 る 土 の 種 類

（ 露 天 施 設 の

面 積 を 除 く ）

( 8 ) 資 金 調 達 造 成 費 万 円 自 己 資 金 万 円

㎡ 計 画 建 築 費 万 円 借 入 資 金 万 円

( 4 ) 併 せ て 利

用 す る 土 地 山 林 、 雑 種 地 、 宅 地 等 ㎡ 計 万 円 計 万 円

4 転 用 す る こ と

に よ っ て 生 ず る 5 そ の 他 参 考 と な

付 近 の 土 地 、 作 る 事 項

物 、 家 畜 等 の 被

害 の 防 除 施 設 の

概 要

6 市 街 化 調 整 区 都 市 計 画 法 第 2 9 条 開 発 許 可 の 要 否 要 ・ 否 第 2 9 条 要 の 場

域 内 農 地 の 記 載 合 は 第 3 4 条 の

事 項 都 市 計 画 法 第 4 3 条 建 築 許 可 の 要 否 要 ・ 否 該 当 号

7 申 請 書 に 添 付 １ 申 請 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 ５ 造 成 計 画 図 及 び 建 物 平 面 図 1 0 申 請 に 係 る 土 地 の 地 番 を 1 5 法 人 登 記 事 項 証 明 書 （ 履 歴 事 項

す る 書 類 （ 全 部 事 項 証 明 書 に 限 る ） ６ 土 地 利 用 計 画 図 表 示 す る 図 面 証 明 書 に 限 る ） 及 び 定 款

２ 併 せ て 利 用 す る 土 地 の 登 記 事 項 ７ 資 金 証 明 書 1 1 里 道 、 水 路 等 の 用 途 廃 止 申 請 書 ( 写 ) 1 6 議 決 書

添 付 し て い る も 証 明 書 （ 全 部 事 項 証 明 書 に 限 る ） ８ 被 害 防 除 計 画 書 1 2 そ の 他 法 令 の 許 認 可 申 請 書 ( 写 ) 1 7 予 算 書

の に ○ 印 を 付 す ３ 現 況 写 真 ９ 取 水 、 排 水 関 係 者 同 意 書 1 3 貸 付 地 の 場 合 に は 合 意 解 約 通 知 書 ( 写 ) 1 8 申 請 地 の 位 置 及 び 付 近 の 見 取 図

る こ と 。 ４ 事 業 計 画 書 1 4 土 地 改 良 区 意 見 書 1 9 そ の 他 添 付 す べ き 書 類

徳 島 県 指 令 第 号

次 の 条 件 に よ り 、 上 記 の と お り 許 可 し ま す 。

令 和 年 月 日

徳 島 県 知 事

許 可 条 件

１ 申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。

２ 申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 の 変 更 を 行 う 場 合 に は 、 事 前 に 知 事 の 承 認 を 受 け る こ と 。

３ 申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 （ 用 途 、 施 設 の 配 置 、 着 工 及 び 完 工 の 時 期 、 被 害 防 除 措 置 等 を 含 む 。） に 従 っ て そ の 事 業 の 用 に 供 し な い と き は 、

農 地 法 第 5 1 条 の １ の 規 定 に よ り そ の 許 可 を 取 り 消 し 、 条 件 を 変 更 し 、 も し く は 新 た に 条 件 を 付 し 、 又 は 工 事 そ の 他 の 行 為 を 停 止 を 命 じ 、 も し く は

現 状 回 復 の 措 置 等 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が あ る 。

４ 許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 す る ま で の 間 、 本 件 許 可 の 日 か ら ３ 箇 月 後 及 び そ の 後 １ 年 ご と に 工 事 の 進 捗 状 況 を 報 告 す る こ と 。 ま た 、 許 可 に 係 る 工 事

が 完 了 し た と き は 、 遅 滞 無 く そ の 旨 を 報 告 す る こ と 。

５ 本 件 許 可 に 伴 う 地 目 変 更 登 記 に つ い て は 、 佐 那 河 内 村 農 業 委 員 会 が 発 行 す る 工 事 完 了 証 明 書 を 添 付 す る こ と 。

１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 行 政 不 服 審 査 法 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て か ら ３ か 月 以 内 に 、 徳 島 県 知 事 に 審 査 請

求 書 （ 同 法 第 1 9 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 審 査 請 求 人 が 、 法 人 そ の 他 の 社 団 も し く は 財 団 で あ る 場 合 、 総 代 を 互 選 し た 場 合 又 は 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を す る 場 合

に は 、 同 法 同 条 第 ４ 項 に 掲 げ る 事 項 を 含 み ま す 。） を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。） を 提 出 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。

た だ し 、 こ の 処 分 に 対 す る 不 服 の 理 由 が 鉱 業 、 採 石 業 又 は 砂 利 採 取 業 と の 調 整 に 関 す る も の で あ る と き は 、 農 地 法 第 5 3 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ

と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 公 害 等 調 整 委 員 会 に 裁 定 申 請 書 （ 鉱 業 等 に 係 る 土 地 利 用 の 調 整 手 続 等 に 関 す る 法 律 第 2 5 条 の ２ 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。） を 提 出 し て 裁 定 の 申 請 を す る こ と が で き ま す 。

な お 、 こ の 場 合 、 併 せ て 処 分 庁 及 び 関 係 都 道 府 県 知 事 の 数 に 等 し い 部 数 の 当 該 裁 定 申 請 書 の 副 本 を 提 出 し て く だ さ い 。

２ こ の 処 分 に つ い て は 、 上 記 １ の 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 徳 島 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 徳 島 県 を

代 表 す る 者 は 知 事 と な り ま す 。）、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す

な お 、 上 記 １ の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ

と が で き ま す 。

３ た だ し 、 上 記 の 期 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 場 合 は 、 審

査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。

な お 、 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 上 記 の 期 間 や こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 後

で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。


